
住民への情報伝達体制

Ø 防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、国の原子
力災害対策本部等から、関係府県及び関係市町に、その内容をＴＶ会議等を活用し迅速に情報提供。

Ø 関係市町は、防災行政無線、音声告知放送、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、広報車等を活用し、住民へ情報を
伝達。

＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段＞

ＴＶ会議等を活用し
迅速に情報伝達

情報伝達

住 民

関係府県、関係市町

原子力災害対策本部
（首相官邸） 防災行政無線

（屋外拡声子局）
防災行政無線

（市町からの発信）

広報車緊急速報メールサービス
音声告知放送
（戸別受信機）
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観光客等一時滞在者への情報伝達体制

施設内館内放送
館内掲示等

Ø 関係府県及び関係市町は、PAZ及びUPZ内の観光客等一時滞在者に対し、警戒事態の段階で、帰宅等の

呼びかけを行う。

Ø なお、帰宅等の呼びかけは、関係府県及び関係市町は、防災行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ等

により観光客等一時滞在者に伝達（18頁と同様）。

Ø その後、事態の進展に伴い、防護措置（避難、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合

は、国の原子力災害対策本部等から、関係府県及び関係市町に、その内容をＴＶ会議等を活用し迅速に

情報提供し、観光客等一時滞在者に伝達。

宿泊施設
（ﾎﾃﾙ・旅館・民宿等）

観光協会

福井県、京都府、滋賀県、関係市町

観光客等の一時滞在者

防災行政
無線

緊急速報
ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

広報車

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ

受信ﾒｰﾙ

2015/10/21 午前9:03
緊急情報

（○○市・町）からのお知らせです。

先ほどの地震による影響について、

高浜発電所の安全確認を行ってい

ます。現在、放射性物質の放出は確

認されていませんが、今後、避難等

を行っていただく可能性があります。

観光客等一時滞在者の皆様は、避

難等の準備をするため、帰宅や宿泊

先に戻るなどしてください。住民の皆

様も、現在のところ避難や屋内退避

を行う必要はありません。府県や市

町の情報に注意し、落ち着いて行動

してください。

【緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ（ｲﾒｰｼﾞ）】
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国の広報体制

Ø 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に関する中央での記者会見は官邸※において実

施。 ※内閣官房長官が会見を行い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明。

Ø 現地での記者会見についてはｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて実施。

Ø 必要に応じ、在京外交団等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて各国政府等にも情報提供。

【主な広報事項】

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③原子力発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域及び屋内退避区域

一元的に情報発信を行うことができる体制
を構築するとともに、発信した情報を共有

【情報発信のイメージ】

原
子
力
災
害

現
地
対
策
本
部

（

）

府
県
原
子
力
災
害

対
策
本
部
等

関
係
市
町

原
子
力
災
害
対
策
本
部
等

報
道
機
関

住

民

広報車
防災行政無線 等

テレビ
ラジオ
新聞

インターネット

原
子
力
災
害
対
策
本
部

（
首
相
官
邸
）

インターネット

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
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21

国、関係府県及び関係市町による住民相談窓口の設置

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③原子力発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

Ø 原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部、指定公共機関〔国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構〕等は、住民等
からの問い合わせに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等を行うための体
制を速やかに構築。また、住民等のニーズを見極めた上で、情報の収集・整理・発信を実施。

Ø オフサイトセンターでは、関係府県及び関係市町の問合せ対応を支援。

国における対応

Ø 関係府県及び関係市町は、住民からの問合せに対応する相談窓口を設置するとともに、
被災者に対する健康相談窓口（心身の健康相談）等を設置。

関係府県及び関係市町における対応

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域及び屋内退避区域

⑦被災企業等への援助・助成措置

⑧被災者からの損害賠償請求（関西電力）

住民等のニーズを見極め、柔軟に対応



4．PAZ内の施設敷地緊急事態
における対応

＜対応のポイント＞
1. PAZ内の小・中学校、保育所の児童等については、警戒事態で保護者への引き渡しを実施す

るが、保護者への引き渡しができなかった児童等の移動手段を確保し、避難を開始すること。
2. PAZ内の病院における入院患者及びPAZ内の社会福祉施設の入所者を、あらかじめ定めら

れた避難先又は近傍の屋内退避施設へ移送すること。
3. 在宅の避難行動要支援者を、あらかじめ定められた避難先又は近傍の放射線防護施設へ移

送すること。
4. 全面緊急事態に備えて、PAZ内の住民に避難準備を呼びかけるとともに、一時集合場所及び

避難所の開設、移動手段の確保等の準備を開始すること。

※ 本章では、舞鶴市の「PAZに準じた避難を行う地域」も含めた対応を記載している。
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福井県及び高浜町における初動対応
た か は ま ちょう

たかはまちょう

福井県原子力災害対策本部

福井県原子力災害現地対策本部

PAZ

（凡例）

：一時集合場所

：災害対策本部

うち うら

内浦公民館

旧音海小中学校

青郷小学校

福井県原子力災害現地対策本部

（高浜オフサイトセンターに設置）

高浜小学校

Ø 福井県は、警戒事態が発生した段階で福井県庁に原子力災害警戒本部、高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに原子力災害現地警戒本部を設置。原子
力災害警戒本部に67名、原子力災害現地警戒本部に21名が参集。事態の進展に応じ、応急対応に必要な人数を増員し、施設敷地緊
急事態で福井県庁に原子力災害対策本部を設置。

Ø 高浜町は、警戒事態が発生した段階で高浜町役場に事故対策本部を設置し、町の全職員を参集。また、高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに事故連絡
室を設置。施設敷地緊急事態で高浜町役場に災害対策本部を設置。

Ø 警戒事態が発生した段階で、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備のため、福井県及び高浜町は避難用車両等の手配を開始すると
ともに、PAZ内の住民が避難のため集合する一時集合場所を4ヶ所開設し、各々の集合場所に職員4名を派遣。また、高浜町は、避難車
両乗車要員としてﾊﾞｽ1台につき職員1名を派遣。

Ø 警戒事態になった場合、消防団によるPAZ内の施設敷地緊急事態要避難者への避難準備広報を行う。

たか はま

せいきょう

おと み

青郷地区
せいきょう

内浦地区
うち うら

高浜地区
たか はま

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

高浜町災害対策本部
たか はまちょう
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高浜町における住民への情報伝達
た か は ま ちょう

防災行政無線（戸別受信機）

● 高浜町災害対策本部・一時集合施設（一時集合場所）
間の情報共有は、 防災行政無線の双方向通信機能や
衛星携帯電話等で実施

● 防災行政無線やケーブルテレビ放送、緊急速報メール
サービス等を活用し、住民へ情報を伝達

● 戸別に受信可能な防災行政無線や音声告知放送を町内
全戸に設置

● 小・中学校、保育所、在宅の避難行動要支援者への情
報伝達は、高浜町災害対策本部が実施

PAZ

内浦公民館

旧音海小中学校

青郷小学校 高浜小学校

Ø PAZ内避難の対象となる3地区内の一時集合場所を拠点に、地区単位のｺﾐｭﾆﾃｨを活用した情報伝達を実施。
Ø 一時集合場所へ派遣された町の職員は、防災行政無線の双方向通信機能や衛星携帯電話等により高浜町災害

対策本部と情報を共有。高浜町災害対策本部は、入手した情報を防災行政無線（屋外拡声子局・戸別受信機）、緊
急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ及び広報車等を活用し、住民へ情報を伝達。

Ø 消防団は、住民の避難の状況等を確認し、一時集合場所に派遣された高浜町の職員と避難者の状況や避難誘導
体制等の情報を共有。

Ø 小・中学校、保育所、在宅の避難行動要支援者への情報伝達は高浜町災害対策本部等から実施。必要に応じ、自
治会長等と協力し、情報伝達を行う。

たかはまちょう

高浜町災害対策本部

（凡例）

：一時集合場所

：災害対策本部

うち うら

おと み

たかはま
せいきょう

青郷地区
せいきょう

内浦地区
うち うら

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

高浜地区
たか はま
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京都府及び舞鶴市における初動対応
ま い づ る し

大山地区

野原地区
の はら

田井地区
た い

おおやま

まつお すぎやま おおやま

なり う

た い

の はら

成生漁村センター前
なり う

大山公民館前
おおやま

杉山集会所前
すぎやま

松尾寺第一駐車場

舞鶴市災害対策本部

まいづる

PAZ

（凡例）

：一時集合場所

：原子力災害対策本部等

Ø 京都府は、警戒事態が発生した段階で京都府庁に原子力災害警戒本部、府中丹広域振興局に原子力災害警戒支部を設置。原
子力災害警戒本部に32名、原子力災害警戒支部に43名が参集。また、情報収集等のため、高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに連絡員を派遣。
事態の進展に応じ、応急対応に必要な人数を増員し、施設敷地緊急事態で京都府庁に原子力災害対策本部を設置。

Ø 舞鶴市は、警戒事態になった段階で舞鶴市役所に災害警戒本部を設置し、市の全職員を参集 。また、高浜ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに現地
災害対策本部を設置する。施設敷地緊急事態で市役所に災害対策本部を設置

Ø 警戒事態が発生した段階で、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備のため、京都府及び舞鶴市は避難用車両等の手配を開始

するとともに、PAZ（松尾地区・杉山地区）及びPAZに準じた避難を行う地域（大山・田井・成生・野原地区）の住民が避難のため集
合する一時集合場所を6ヶ所開設し、各々の集合場所に避難誘導職員2名を派遣。また、避難車両乗車要員としてﾊﾞｽ1台につき
職員1名を派遣。

Ø 警戒事態になった場合、消防団によるPAZ及びＰＡＺに準じた避難を行う地域内の施設敷地緊急事態要避難者への避難準備広
報を行う。

京都府原子力災害対策本部

舞鶴市災害対策本部

松尾地区
まつ お

杉山地区
すぎ やま

まい づる し

田井バス停

ＰＡＺに準じた避難を行う地域

た い

成生地区
なり う

野原バス停前駐車場
の はら

ちゅうたん

ＰＡＺ
まつのおでら

まい づる し

まつ お すぎ やま おお やま た い なり う の はら

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号) 25



舞鶴市における住民への情報伝達
ま い づ る し

まい づる し

Ø PAZ内避難の対象となる6地区内の一時集合場所を拠点に、地区単位のｺﾐｭﾆﾃｨを活用した情報伝達を実施。
Ø 一時集合場所に派遣された市職員、消防職員・団員は、防災行政無線の双方向通信機能や衛星携帯電話等によ

り、舞鶴市災害対策本部と情報を共有。舞鶴市災害対策本部は、入手した情報を防災行政無線（屋外拡声子局、
戸別受信機）、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ及び広報車等を活用し、住民へ情報を伝達。

Ø 消防職員・団員は、住民の避難の状況等を確認し、一時集合場所に派遣された舞鶴市の職員と避難者の状況や
避難誘導体制等の情報を共有。

Ø 在宅の避難行動要支援者への情報伝達は舞鶴市災害対策本部から実施。必要に応じ、自治会長、民生児童委員、
消防団等、地域の協力を得て情報伝達を行う。

野原地区
の はら

田井地区
た い

成生漁村センター前
なり う

大山公民館前
おおやま

PAZ

舞鶴市
災害対策本部

野原バス停前駐車場

まい づる し

の はら

ＰＡＺに準じた避難を行う地域

まい づる し

杉山集会所前

（凡例）

：一時集合場所

松尾地区
まつ お

すぎやま

松尾寺第一駐車場

田井バス停
た い

成生地区
なり う

ＰＡＺ

防災行政無線（戸別受信機）

● 各地区に派遣された舞鶴市職員、消防職員・団員は、携
帯電話や防災行政無線の双方向通信機能等を活用して、
市災害対策本部と情報を共有

● 防災行政無線や広報車、市ホームページ、緊急速報メー
ルサービス等を活用し、住民へ情報を伝達

● 在宅の避難行動要支援者への情報伝達は、市災害対策
本部が自治会長、民生児童委員、消防団等、地域の協
力を得て実施

まい づる し まい づる し

まい づる し

まいづる し

まつのおでら

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

杉山地区
すぎやま

大山地区
おおやま
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学校・保育所

学校名
人数（人）

児童等 職員 合計

内浦（うちうら）小学校 ２３ ８ ３１

内浦（うちうら）中学校 ７ ７ １４

青郷（せいきょう）小学校 １５３ ２０ １７３

高浜（たかはま）小学校 ２３５ ２３ ２５８

高浜（たかはま）中学校 ３０２ ３２ ３３４

小計 ７２０ ９０ ８１０

内浦（うちうら）保育所 １３ ４ １７

青郷（せいきょう）保育所 ６７ １６ ８３

高浜（たかはま）保育所 １６１ ３６ １９７

小計 ２４１ ５６ ２９７
合 計 ９６１ １４６ １，１０７

※児童等の人数については、
平成２９年４月１日現在。

高浜町のPAZ内の学校・保育所の児童等の避難

Ø PAZ内の5つの小・中学校の児童・生徒（720人）及び3つの保育所の幼児（241人）は、警戒事態に
なった時点で保護者の迎え等について保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）し、児童等の保護者への引
き渡しを実施。

Ø 施設敷地緊急事態になった時点で、保護者への引き渡しができない児童等は、職員とともに福井県
又は高浜町が確保するﾊﾞｽで避難し、避難先において保護者に引き渡す。

Ø 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。

たか はま ちょう

(1) 避難準備
(2) 児童等の保護者への引き渡し

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

引き渡しが出来なかった児童等と職員が共にﾊﾞｽで
避難先施設に避難

保護者が児童等を引き取り
児童等の
引き渡し

避難の開始

避難の準備

避難先施設
○敦賀市立看護大学 他16箇所（県内避難）
○兵庫県立宝塚高等学校 他21箇所（県外避難）

警戒事態

避難先で保護者へ
引き渡し 27



Ø PAZ内の医療機関及び社会福祉施設（5施設213人）の全てについて、個別避難計画を策定済みであり、 30km圏外の施設に
おいて、避難先を確保。

Ø 放射線防護対策が講じられた若狭高浜病院及び若狭高浜病院付属介護老人保健施設については、入所者等の避難に必
要な体制が整うまで自施設内の放射線防護対策区域に移動し、屋内退避を実施。受入施設の準備及び移動手段の確保が
完了した時点で避難を開始。なお、無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は、引き続き放射線防護対策区域で屋内退避を
実施。

Ø 高浜ｹｱｻﾎﾟｰﾄ、青葉苑、高浜つくし寮の入所者については、受入施設の準備及び移動手段の確保が完了した時点で避難を
開始。なお、無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者がいる場合、近傍の放射線防護施設に収容。

Ø 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、福井県が受入先を調整。

高浜町のPAZ内の医療機関及び社会福祉施設の入所者への対応

＜PAZ内５施設の入所者等の避難の考え方＞避難元施設 避難先施設

番号 施設種別 施設名
入所定員
病床数

① 病院 若狭高浜病院 １１５

②
介護老人
保健施設

若狭高浜病院附属
介護老人保健施設

７０

番号 施設種別 施設名
入所定員
病床数

③ 有料老人ホーム
高浜ケアサポート

（であいの郷）
１４

④ 生活支援ハウス 青葉苑 ９

⑤ 共同生活援助 高浜つくし寮 ５

番
号

施設種別 施設名

1 病院

市立敦賀病院（敦賀市）

国立病院機構
敦賀医療センター（敦賀市）

2
介護老人
保健施設

湯の里ナーシングホーム（敦賀市）

リバーサイド気比の杜（敦賀市）

気比の風（敦賀市）

番
号

施設種別 施設名

3
介護老人
福祉施設

常盤荘（敦賀市）

4

5
障害者

支援施設
敦賀市立やまびこ園（敦賀市）

＜放射線防護施設＞

たか はま ちょう

計 １８５人（職員数１５０人）

計 ２８人（職員数 １４人）

バス、福祉車両等で移動

支援者が同行することで避難可能な者

無理に避難すると健康リスクが高まる者

近傍の放射線
防護施設

①、②の入所者等は、
自施設内の放射線
防護区域に移動

１０６人（支援者５９人）

①② 92人 (支援者57人)

③④⑤ 14人 (支援者 2人)

１０７人（支援者１０５人）

①② 93人 (支援者93人)

③④⑤ 14人 (支援者12人)

輸送等の避難
準備完了後、
避難を実施

③④⑤は福祉
車両等で移動

とき わ そう
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Ø 高浜町では、在宅の避難行動要支援者639人全ての者について、あらかじめ避難先を決めてあり、
要支援者台帳を整理の上、家族、近隣住民等の協力を得て、避難時の支援者がいることを確認。緊
急時に万が一、支援者が対応することができないような場合には、関係市町職員、自治会、消防職
員・団員等の協力により対応。

Ø 支援者の同行により避難可能な者は、支援者等の車両又はﾊﾞｽ等で避難先へ移動。
Ø 無理に避難するとかえって健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は県が確保した福祉車両等で、

近傍の放射線防護施設へ移動。

高浜町のPAZ内の在宅の避難行動要支援者への対応

支援者が同行することで避難可能な者

若狭高浜病院、若狭高浜病院付属介護老人保健
施設、原子力研修センター等、7施設支援者の車両、県が確保した福祉車両等で移動

わか さ たか はま わか さ たか はま

美浜町保健福祉センター
み はま ちょう

支援者の車両、県が確保した福祉車両等で移動

在宅の避難行動要支援者

たか はま ちょう

１８６人（支援者１８６人）

徒歩等 バス等

一時集合場所
（施設）

旧音海小中学校、内

浦公民館、青郷小学

校、高浜小学校

４５３人（支援者４５３人）

計 ６３９人（支援者６３９人）

福祉避難所

近傍の放射線防護施設

無理に避難すると健康リスクが高まる者
輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

おと み うち

うら せいきょう

たか はま
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Ø 舞鶴市では、在宅の避難行動要支援者32人のうち10人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者につ
いては、支援者の確保に向け調整中。また、支援者を確保できない場合においても、行政職員、自治会、消防職・
団員等の協力により避難等ができる体制を整備。

Ø 支援者の同行により避難可能な者は、支援者等の車両又はﾊﾞｽ等で避難先へ移動。

Ø 避難行動要支援者の避難先については、「京都府災害時要配慮者避難支援ｾﾝﾀｰ」が舞鶴市と連携の上、避難行
動要支援者の態様に応じて府内の施設を調整・確保。

Ø 無理に避難するとかえって健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は府が確保した福祉車両等で、近傍の放射線
防護施設へ移動。

舞鶴市のPAZ内の在宅の避難行動要支援者への対応
ま い づ る し

支援者の車両、福祉車両等で移動

無理に避難すると健康リスクが高まる者

支援者の車両、府が確保した福祉車両等で移動

支援者が同行することで避難可能な者

徒歩・支援者
の車両等

バス集合
場所

西総合会館

明倫小学校
めいりん

避難先施設

障害者支援施設こひつじの苑舞鶴、みずなぎ鹿

原学園、特別養護老人ホームやすらぎ苑 等6施設

か

わら

まい づる し

支援者等の
車両・バス等

支援者等の
車両・バス等

避難行動要支援者の避難先施設については、京都府災
害時要配慮者避難支援センターが調整

在宅の避難行動
要支援者

計３２人
（支援者１０人）

近傍の放射線防護施設

避難時集結場所

まい づる し

福知山市内の
１２施設

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

２人（支援者２人）

３０人（支援者８人）
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PAZ内の観光客等一時滞在者の避難等

バス

帰宅等
の呼び
かけ

施
設
敷
地
緊
急
事
態
発
生

避難要請

一
時
集
合
場
所
に
集
合

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可

能
な
一
時
滞
在
者

自家用車、観光バスのほ
か、路線バス等公共交通
機関で速やかに帰宅等
が可能な一時滞在者

路線バス等公共交通
機関が利用できず、帰
宅等に時間を要する一
時滞在者

移
動
手
段
が
確
保
で
き

ず
帰
宅
等
に
時
間
を

要
す
る
一
時
滞
在
者

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利

用
し
帰
宅
等
を
実
施

警
戒
事
態
発
生

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

宿
泊
施
設
等
に
移
動

Ø 関係府県及び関係市町は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態において、帰宅等を呼びかける。

Ø 自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態の段階で、自家用車等にて帰宅
等を開始。

Ø 路線ﾊﾞｽ等公共交通機関も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、
宿泊施設等に移動し、施設敷地緊急事態の段階で避難を実施。避難の際には、徒歩等により一時
集合場所に集まり、福井県や関係市町が確保した車両により避難を実施。
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PAZ内の観光客及び民間企業の従業員の数

＜PAZ内の民間企業（従業員30名以上）の状況＞

Ø PAZ内の観光施設における日間入場見込み人数は約700人程度、民間企業（従業員30人以上）は
9社（約480人）存在。※

＜PAZ内の観光施設の状況＞

地区 民間企業
従業員数

（人）

青郷地区

総合工事業（1社） ４２

家具・装備品製造業（2社） ４２

よう業・土石製造業（1社） ３０

合計 １１４

地区 民間企業
従業員数

（人）

高浜地区

飲食料品小売業（2社） １１５

家具・装備品製造業（1社） ６９

医療業（1社） １２７

社会保険・社会福祉・介護事業（1社） ５２

合計 ３６３

地区名 施設 入場見込人数（人）

福井県

高浜町

高浜地区 城山公園 ５００

内浦地区 五色山公園 １００

計 ６００人

京都府

舞鶴市

松尾地区 松尾寺 １００

計 １００人

※ 高浜町内浦地区及び舞鶴市には、発電所関連企業を除き、従業員30人以上の規模の事業所なし

合計：９社 約４８０人

※1 福井県については入場ピーク時（8月）
の入場者数を基に算定

※2 京都府については平成28年の年間実
績を基に算定

※ 民間企業の従業員については、通勤に使用する自家用車、バスで避難

[合計] ７００人

※高浜発電所関連企業を除く

たか はま

うち うら

まつ お

たか はま

せいきょう

たか はま tちょう

まい づる し

※1

※2

※3 ※3 入場者の９割以上が自家用車を利用

※ 出典：平成26年経済センサス

まつ の お でら

ご しき やま
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PAZ内の海水浴場及び入場者の数

PAZ

Ø 高浜町ではPAZ内に海水浴場が7か所あり、平成28年度ｼｰｽﾞﾝの1日当たりの最大入込客数は約5,740人。

Ø 高浜町の海水浴客の交通手段は、対象となる海水浴場周辺の駐車場利用率によると全体の約9割が自家
用車利用で、残りの1割が貸切ﾊﾞｽ及び公共交通機関を利用。（平成28年度観光客入込調査 高浜町）

Ø 舞鶴市ではPAZに準じた避難を行う地域に海水浴場が1か所あり、1日当たりの想定最大入込客数を約750
人と想定。

たかはま ちょう

高浜町災害対策本部

成生漁村センター前
なりう

野原バス停前駐車場前
の はら

大山公民館前
おおやま

田井バス停
た い

内浦小中学校
うちうら

杉山集会所前
すぎやま

松尾寺第一駐車場

青郷小学校

高浜小学校

地区名 人数

高浜町

難波江海水浴場 640人

えびす浜パーク 300人

はまなすパーク 1,000人

若宮海水浴場 1,100人

城山海水浴場 800人

鳥居浜海水浴場 400人

白浜海水浴場 1,500人

合計 約5,740人

地区名 人数

舞鶴市 野原海水浴場 約750人

旧音海小中学校
おと み

たか はま ちょう

たか はま ちょう

まい づる し

たかはまちょう

まい づる し

な ば え

せいきょう

たかはま

福井県高浜オフサイトセンター

まつのおでら

の はら

わか みや

しろ やま

とり い はま

しら はま

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

（凡例）

：一時集合場所

：海水浴場

：災害対策本部
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高浜町において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

Ø 高浜町において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約3,210人（うち支援者数639人を含
む）について、バス64台、福祉車両48台（ストレッチャー仕様8台、車椅子仕様40台）。

想定対象
人数

必要車両台数※1

備考
バス※２ 福祉車両※３

(ストレッチャー仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

学校・保育所の児童等の避難
児童等961人
＋職員146人
（＝1,107人）

25台
(児童等961人
＋職員146人)

0台 0台
保護者への引き渡しによりその分必要車両台数は減少
【資料P27】

医療機関・社会福祉施設の入所者の避
難

入所者数106人
＋職員数59人

（＝165人）

3台
(入所者70人

＋職員23人)

０台
(入所者０人

＋職員０人)

18台
(入所者36人

＋職員36人)

放射線防護対策が講じられた若狭高浜病院及び若狭高浜
病院付属介護老人保健施設（149人（入所者92人＋職員57
人））については、自施設内の放射線防護区域に移動し、入
所者等の避難に必要な体制が整うまで屋内退避を実施。
【資料P28】

医療機関・社会福祉施設の入所者のう
ち、無理に避難すると健康リスクが高ま
る者及びその支援者の避難※4

入所者数14人
＋職員数12人

（＝26人）

0台
(入所者0人

＋職員0人)

4台
(入所者14人

＋職員12人)

0台
(入所者0人

＋職員0人)

放射線防護対策が講じられた若狭高浜病院及び若狭高浜
病院付属介護老人保健施設（186人（入所者93人＋職員93
人））については、自施設内の放射線防護区域に移動するた
め、車両は不要。放射線防護対策が講じられていない施設
は、放射線防護施設に輸送。近距離のためピストン輸送（4
往復）を想定【資料P28】

在宅の避難行動要支援者の避難
453人

＋支援者453人
（＝906人）

21台
(要支援者453人
＋支援者453人)

0台 0台
支援者の車両での避難によりその分必要車両台数は減少
【資料P29】

在宅の避難行動要支援者のうち、無理
に避難すると健康リスクが高まる者及び
その支援者を放射線防護施設に輸送※4

186人
＋支援者186人

（＝372人）
0台

4台
(要支援者15人
＋支援者15人)

22台
(要支援者171人
＋支援者171人)

放射線防護施設に輸送
近距離のためピストン輸送（4往復）を想定【資料P29】

観光施設から避難する一時滞在者
60人

（600人×0.1）
2台 0台 0台

1日あたりの観光客数600人のうち、9割以上が自家用車で訪
問している（『平成28年度観光客入込調査高浜町』）ことを踏
まえ、その1割を想定対象人数として算入。【資料P32】

海水浴場から避難する一時滞在者
574人

（5,740人×0.1）
13台 0台 0台

１日あたりの海水浴客5,740人のうち、9割以上が自家用車で
訪問している（『平成28年度観光客入込調査高浜町』）ことを
踏まえ、その1割を想定対象人数として算入。【資料P33】

合 計 3,210人 64台 8台 40台

※1 数字は現段階で高浜町が把握している暫定値

※3 福祉車両（ストレッチャー仕様）は1台あたり1人、福祉車両（車椅子仕様）は1台あたり2人の避難行動要支援者を搬送することを想定

※2 バスは１台あたり45人程度の乗車を想定

※4 「無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護施設内に屋内退避（放射線防護施設から避難する場合には、別途車両の確保が必要）

たか はま ちょう
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高浜町における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

Ø 施設敷地緊急事態発生時には、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難等の

ために、福井県嶺南地方のﾊﾞｽ会社が保有する車両のほか、高浜町、おおい町、小浜市内の医療

機関、社会福祉施設、社会福祉協議会や関西電力が配備する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数
備考

バス
福祉車両

(ストレッチャー仕様)
福祉車両

(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 ６４台 ８台 ４０台

（B）確保車両台数 計６４台 計８台 計４０台

確
保
先

・高浜町、おおい町、小浜市

・医療機関、社会福祉施設、社会福
祉協議会（高浜町、おおい町、小浜市）

２台 ５台 ２４台

保有車両台数
バス１３台
福祉車両（ストレッチャー）１０台
福祉車両（車椅子）６０台

バス会社（福井県嶺南地方） ５３台 － －
保有車両台数

バス １８７台

関西電力 ９台 ３台 １６台

保有車両台数
バス１０台
福祉車両（ストレッチャー、車椅兼
用）２１台
福祉車両（車椅子）４台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

たか はま ちょう

れい なん たか はま ちょう

たか はまちょう ちょう お ばま し

れいなん

ちょう お ばま し
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※4 バスについては、PAZ（松尾・杉山地区）に1台、PAZに準じた避難を行う地域（大山地区、田井地区、成生地区、野原地区）に2台の配車を想定

舞鶴市において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

Ø 舞鶴市において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約127人（うち支援者数
10人を含む）について、ﾊﾞｽ6台、福祉車両8台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様8台）。

想定対象
人数

必要車両台数※1

備考
バス※２

福祉車両※３

(ストレッチャー仕様)
福祉車両※３

(車椅子仕様)

学校・保育所の児童等の避難 該当施設なし

病院・社会福祉施設の入所者の避難 該当施設なし

在宅の避難行動要支援者の避難※４

30人
＋支援者8人

（＝38人）
3台 6台 0台

・支援者の車両での避難によりその分
必要車両台数は減少
・必要に応じて放射線防護施設に輸送
【資料P30】

無理に避難すると健康リスクが高ま
る在宅の避難行動要支援者及びそ
の支援者を放射線防護施設に輸送
※５

2人
＋支援者2人

（＝4人）
0台 2台 0台

・支援者の車両での避難によりその分
必要車両台数は減少
【資料P30】

観光施設から避難する一時滞在者
約10人

（100人×0.1）
1台 0台 0台

1日当たりの観光客数100人のうち、9
割以上が自家用車で訪問している（『平
成28年度観光客入込調査舞鶴市』）こ
とを踏まえ、その1割を想定対象人数と
して算入。【資料P32】

海水浴場から避難する一時滞在者
約75人

（750人×0.1）
2台 0台 0台

１日当たりの海水浴客750人のうち、9
割以上が自家用車で訪問している（『平
成28年度観光客入込調査舞鶴市』）こ
とを踏まえ、その1割を想定対象人数と
して算入。【資料P33】

合 計 127人 6台 8台 0台

※1 数字は現段階で舞鶴市が把握している暫定値

※2 ﾊﾞｽは１台当たり45人程度の乗車を想定

ま い づ る し

※3 福祉車両（ストレッチャー仕様）は1台あたり1人、福祉車両（車椅子仕様）は1台当たり2人の避難行動要支援者を搬送することを想定

※5 無理に避難すると健康リスクが高まる者については、近傍の放射線防護施設で屋内退避

まつ お すぎ やま おお やま た い なり う の は ら

まい づる し
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舞鶴市における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

Ø 施設敷地緊急事態発生時には、在宅の避難行動要支援者の避難のために、舞鶴市が保有する車

両のほか、舞鶴市内のﾊﾞｽ会社等が保有する車両、舞鶴市内のﾀｸｼｰ事業者が保有する車両により、

必要車両台数を確保。

確保車両台数
備考

バス
福祉車両

（ストレッチャー仕様）

福祉車両
（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 ６台 ８台 ０台

（B）確保車両台数 計６台 計８台 計０台

確
保
先

舞鶴市 ３台 １台 ０台

保有車両台数
バス３台
福祉車両（ストレッチャー、車椅子兼
用）６台
福祉車両（車椅子）３台

舞鶴市内のバス会社、
社会福祉施設 ２台 １台 ０台

バス会社等の保有車両台数
バス７９台（乗合含む）
タクシー９５台

社会福祉施設の保有車両台数
福祉車両（ストレッチャー）４２台
福祉車両（車椅子）５９台

関西電力 １台 ６台 ０台

保有車両台数
バス１０台
福祉車両（ストレッチャー、車椅子兼
用）２１台
福祉車両（車椅子）４台

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

まい づる し

まい づる し

まい づる し

まい づる し

ま い づ る し

まい づる し
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38

避難を行うことにより健康リスクが高まる避難行動要支援者に係る対応

内浦公民館
（収容可能者数：120人）

高浜けいあいの里
（収容可能者数：150人）

大浦会館
（収容可能者数：60人）

特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑
（収容可能者数：150人）

原子力研修センター
（収容可能者数：160人）

障害者施設こひつじの苑舞鶴
（収容可能者数：100人）

特別養護老人ホームやすらぎ苑
（収容可能者数：150人）

※ 一部の放射線防護施設は万一集落が孤立した場合にも活用

旧音海小中学校
（収容可能者数：150人）

おと み

（凡例）

：京都府内の施設

：福井県内の施設 ：関西電力保有施設
奥上林公民館（林業者等健康管理センター）

（収容可能者数：140人）

おく かん ばやし

朝来小学校
（収容可能者数：80人）

みずなぎ鹿原学園
（収容可能者数：100人）

か はら

若狭高浜病院
（収容可能者数：165人）

Ø 避難を行うことによって、かえって健康ﾘｽｸが高まる者については、無理な避難は行わず、放射線防護機能を付加した近傍の
放射線防護施設（工事中、工事予定の施設を含め合計18施設）へ収容。

Ø これらの18施設では、施設入所者とPAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大合計約1,849人（工事中、工事予定の施設を

除く）を収容可能。

Ø また、これら18施設では、 屋内退避者のための3～7日分を目安に食料及び生活物資等を備蓄。

Ø さらに、屋内退避中に食料等が不足するような場合には、関西電力が供給。

ＵＰＺ

ＰＡＺ

高浜町中央体育館【工事中】
（収容可能者数：150人）青郷小学校

（収容可能者数：120人）

せい きょう

養護老人ホーム安岡園【工事予定】
（収容可能者数：64人）

国立病院機構舞鶴医療センター【工事予定】
（収容可能者数：183人）

うち うら

おおうら

あせ く

まいづる

綾部市生活支援ハウス
（収容可能者数：94人）

わか さ たか はま

あや べ し

わか さ たか はま

若狭高浜病院附属介護老人保健施設
（収容可能者数：110人）



PAZ

UPZ

＜京都府の管理道路＞

京都府原子力災害対策本部
が応急復旧作業を実施

＜直轄国道＞

国土交通省近畿地方整備局が
応急復旧作業を実施

自然災害等により道路等が通行不能な場合の復旧策
たか はま

まい づる しちょう
Ø 避難開始前の段階で、避難計画で避難経路として定められている道路等が、自然災害等により使用出来な

い場合は、PAZの福井県、京都府、高浜町、舞鶴市は、代替経路を設定するとともに、道路等の管理者は復
旧作業を実施。

Ø また、UPZの福井県、京都府及び関係市町においても同様に、避難道路が自然災害等により使用出来ない
場合には、代替路線を設定するとともに、道路等の管理者は復旧作業を実施。

Ø 高速道路及び直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が、早急に被
害状況を把握し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

福井県原子力災害対策本部

Ø 災害発生時には、各管理道路のパトロールを実施し、
被害の状況等を把握

Ø 道路の被害状況を踏まえ、国、府県、高速道路会社
がそれぞれ建設業協会等と締結している協定等をも
とに、応急復旧工事を実施

＜舞鶴若狭自動車道＞
高速道路会社（NEXCO）が応急
復旧作業を実施

※ 不測の事態により対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）に支援を要請

＜福井県の管理道路＞

福井県原子力災害対策本部
が応急復旧作業を実施

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

京都府原子力災害対策本部
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